
商業取引可能

学術研究
目的のみ

商業取引可能

日本の税関にお持ち出
しのご申告をして頂け
れば、経済産業省への
申請は不要です。
（税関に提出する書類
については税関へご確
認ください。）

輸出フローチャート
No

出所元に確認しましょう。

Yes

申請手続きは不要です。

いずれかの個人的な目的(個人特例)に当てはまりますか？

職業用具（例:演奏家の楽器）

引っ越し荷物（例:家財・ペット）

来日した外国の方がお土産として持ち出すもの

ワシントン条約規制対象種の調べ方

ワシントン条
約規制対象種
の調べ方

個人の方向けの 特例制度に関する情報

個人の方向けの
特例制度に関する

情報

・附属書Ⅱに該当しますか？
・加工品ですか？
・生産者や販売者の書類などが
ありますか？

上記の特例に当てはまらない場合は、輸出前に外為
法上の申請を行い、承認書等の取得が必要です！
附属書ごとの申請手続きを確認しましょう。

【輸出可能】承認を要しない貨物の輸出・再輸出
（各許可基準を満たした場合に限ります）

上記の特例に当てはまるけれども、相手国が同様の制度を採用
していない場合は、相手国の税関を通過することができません。
「CITES輸出許可書（再輸出証明書）」のみ申請が必要です。

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

いずれもYes

Yes

Yes

申請書類一覧

申請書類一覧

附
属
書
Ⅰ

【日本原産】
動植物が日本で繁殖さ
れた・捕獲された場合

＝「輸出」

【外国原産】
動植物が海外で繁殖さ
れた・捕獲された場合

＝「再輸出」

1. 動植物がワシントン条約
附属書が適用される前（条
約適用前）に取得したこと
が明らかである(O)

原
則
商
業
取
引
禁
止
で
す

ご
く
限
ら
れ
た
場
合
に
の
み
輸
出
可
能
で
す

4.野生(W)・繁殖 (F(上記2.のC
の繁殖個体に当てはまらない
もの))・ランチング個体(R)

3. 野生から第２世代以上離
れた繁殖個体の動物（C）、
繁殖された植物（A）

（詳細な要件がありますので、Cの繁殖
の定義に当てはまるかについては申請
時に相談してください）

上記にあてはまらない場合は輸出・再輸出禁止です。 

No

輸入時の書類がない場合は、
再輸出できません。
ただし、条約適用前に取得したもの
であって、その証拠書類が存在する
場合には個別にご相談ください。

右記のい
ずれかに
該当しま
すか？

（各承認基準を
満たした場合に
限ります）

申請書類一覧
はこちら

再輸出

再輸出

【輸出可能】
外為法対象外

輸出

輸出

Yes

Yes

No

No

OR

【輸出・
再輸出可能】
外為法の輸出
承認手続き

2. 登録された商業用繁殖施設で
繁殖された動物及び商業目的
で人工的に繁殖させた植物
（D）（日本には当該施設は
ないため、日本原産の動物に
Dは付されない）

携帯品（例:旅行に携帯するバッグ、腕時計）

Yes

【注意】以下に該当する場合はこちらも確認しましょう。輸出できない場合があります。
■種の保存法の国内規制種
■文化財保護法の対象（国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別天然記念物、（国の）天然記念物及び重
要美術品）
■日本が留保を付した種（ミンククジラ、マッコウクジラ等）

【注意】
■締約国でない国・地域(準締約国を除く)への輸出は控えてください。
■輸出先の国が取引停止勧告を受けている場合があります。

学術名がワシントン条約附属書に該当しますか？

動植物の学術名は判明していますか？

相手国は同様の除外
特例を採用していま
すか？
相手国の管理当局へ
確認しましょう。
-各国の連絡先一覧は
こちら

【注意】
お土産品については、
種類により個数制限
があります。右記の
個人特例の詳細ペー
ジを確認ください。

輸入時～再輸出者が取得する
までの流通経路を示す書類を
取り寄せましょう。（※）

学術研究・
動物園・

サーカスのみ

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_search.html
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_tokurei.html
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_ex4_syorui.html#shinsei3
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_ex4_syorui.html#shinsei2
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_ex4_syorui.html#shinsei1
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/07_shunohozon/shu_ex.html
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/13_kokuho/kokuho.html
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/13_kokuho/kokuho.html
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_about.html#ryuho
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_about.html#teiyakukokuichiran
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_about.html#teishikankoku
https://www.cites.org/eng/cms/index.php/component/cp


本人の私用に供するもの
（個人目的）

附
属
書
Ⅱ

【日本原産】
動植物が日本で繁殖さ
れた･捕獲･採取された
場合

＝「輸出」

【外国原産】
動植物が海外で繁殖さ
れた･捕獲･採取された
場合

＝「再輸出」

輸入時～再輸出者までの
流通経路を示す書類を取
り寄せましょう。（※）

輸入時の書類がない場合は、再輸出できません。
ただし、条約適用前に取得したものである場合
には、それを示す証拠書類（販売証明書・領収書・製造
時期を示すもの等）をお集め頂き、その上で個別にご相
談ください。

【輸出可能】
外為法の輸出承認手続
（各承認基準を満たした
場合に限ります）

申請書類一覧はこちら

申請書類一覧
はこちら

【注意】日本で養殖された
/瓶詰め･容器包装された
食用キャビアについては水
産庁への事前登録が必要で
す。詳しくはこちら。

【注意】野生で捕獲
されたニホンイシガメ
（Mauremys japonica）
は背甲長8cm未満であ
ること。

キャビア・ニホンイシガメについては下記も確認して
ください。

目
的
に
よ
る
取
引
の
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん

【再輸出可能】
外為法の輸出承認手続
（各承認基準を満たした
場合に限ります）

【注意】日本で瓶詰め･容器包装された食用
キャビアについては水産庁への事前登録が
必要です。（完成品をそのまま再輸出する場
合は対象外です）詳しくはこちら。

キャビアについては上記も確認してください。
申請書類一覧はこちら

申請書類一覧
はこちら

附
属
書
Ⅲ

目
的
に
よ
る
取
引
の
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん

【日本原産】
動植物が日本で繁殖さ
れた･捕獲･採取された
場合

＝「輸出」

【外国原産】
動植物が海外で繁殖さ
れた･捕獲された場合

＝「再輸出」
（原産国が不明な場合で
輸入時の書類がある場合
を含む）

OR

【掲載国原産】
附属書Ⅲに掲げた国で
その動植物が捕獲･採
取･繁殖されたもの
（原産国不明であるも
のを含む）

【非掲載国原産】
附属書Ⅲに掲げた国以
外の国で、その動植物
が捕獲･採取･繁殖され
たもの

【輸出可能】
外為法の輸出承認手続
（各承認基準を満たした
場合に限ります）

【再輸出可能】
CITES再輸出証明書
（承認を要しない貨物の
再輸出）
（各承認基準を満たした
場合に限ります）

輸入時～再輸出者ま
での流通経路を示す
書類を取り寄せま
しょう。 (※)

申請書類一覧
はこちら

原産国が不明で、輸入時の書類がない場合、条約適用前に
取得したものかどうかをお確かめください。条約適用前に
取得したことを示す証拠書類（販売証明書・領収書・製造
時期を示すもの等）をお集め頂き、個別にご相談ください。

【輸出･再輸出可能】
CITES輸出許可書･
再輸出証明書
（承認を要しない貨物の輸
出･再輸出）
（各許可基準を満たした場合
に限ります）

申請書類一覧はこちら

申請書類一覧は
こちら

（※）「輸入時～再輸出者の流通経路を示す書類」とは、輸入時に相手国政府が発給した
CITES許可書（再輸出証明書・条約適用前証明書等を含む）、日本の税関が発行した
輸入許可通知書、譲渡者や販売者が発行した譲渡証明書又は販売証明書を言います。
詳細は申請書類一覧のページにてご確認ください。

※掲載国は種毎に異なります
のでHPに掲載している附属書
で確認してください。
附属書Ⅲ掲載種の学名の下に
括弧書きで記載している国が
掲載国です。

Yes

申請書類一覧
はこちら

種の保存法施行令第
7条第1項第2項によ
る環境大臣の認定書
等が必要です。

原産地証明書が必要です。
最寄りの商工会議所へお問い
合わせ下さい。

アメリカ・シンガポールへの輸出

OR

OR

商工会議所の原産地証明書が輸出先の国で
受け入れられない場合や商工会議所で原産
地証明書が発行されない場合には、個別に
ご相談下さい。

OR

Yes

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_ex4_syorui.html#shinsei1
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_caviar.html
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_caviar.html
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_ex4_syorui.html#shinsei2
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_ex4_syorui.html#shinsei3
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_ex4_syorui.html#shinsei3
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_ex4_syorui.html#shinsei3
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_search.html
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/07_shunohozon/shu_ex.html
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/07_shunohozon/shu_ex.html
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